
〔歳入〕　

　地方消費税交付金 90,000千円 のうち、社会保障財源化分 53,000千円

〔歳出〕

　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 765,921千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費内訳】

国　県
支出金

地方債 その他

地方消費
税交付金

（社会保障財
源化分）

その他

障 害 者 福 祉 事 業 208,744 147,722 0 10 6,630 54,382

高 齢 者 福 祉 事 業 26,536 279 0 3,340 2,490 20,427

児 童 福 祉 事 業 216,261 51,668 14,300 5,767 15,706 128,820

母 子 福 祉 事 業 4,749 1,499 1,500 0 190 1,560

小 計 456,290 201,168 15,800 9,117 25,016 205,189

介 護 保 険 事 業 97,979 6,312 0 0 9,961 81,706

国 民 健 康 保 険 事 業 38,562 21,063 0 0 1,902 15,597

後 期 高 齢 者
医 療 保 険 事 業

98,363 19,801 0 128 8,523 69,911

小 計 234,904 47,176 0 128 20,386 167,214

母子保健・疾病予防・新
型コロナウイルス感染症
対策・健康増進事業

43,067 4,813 0 0 4,157 34,097

診 療 所 事 業 31,660 0 0 0 3,441 28,219

小 計 74,727 4,813 0 0 7,598 62,316

765,921 253,157 15,800 9,245 53,000 434,719

※　各事業の地方消費税交付金（社会保障財源分）充当額は、各事業費の一般財源額で按分。

社会
福祉

社会
保険

保健
衛生

合 計

引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策
に要する経費

（令和７年度松野町一般会計予算）

（単位：千円）

事　　業　　名
令和７年度
予　算　額

財　　源　　内　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

　消費税率は平成26年４月１日から５％から８％に、令和元年10月１日からは10％に引上げられ
ました。税率引上げによる地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保
障施策に要する経費に充てるものとされています。
　令和７年度松野町一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況は、次のとおりです。


